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本研究は,野 宿生活者の"自 立支援"と 結合 した居住支援の可能性を追究したものである。現在野宿生活者が集中 して

いる寄せ場地域を対象として,山 谷及び釜ヶ崎の地域特性,居 宅保護受給者の居住支援を行っているサポーティブハウス

居住者の実態,簡 易宿泊所の経営動向等を調査 した。その結果,第1に,両 地域は寄せ場地域 としての共通の特性をもち

ながら,行 政の対応の違いにより民間(簡 易宿泊所,非 営利組織)の 対応が異なる。第2に 居住確保の重要性は明 らかで

あるが,支 援の内容にっいては検討が必要である。第3に 簡易宿泊所を活用 した野宿生活者の居住支援を行 う客観的,主

体的条件は潜在 している。寄せ場型地域においては,地 域資源 を活用 した地域再生の中で居住支援の可能性がみられ る。
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  This research inquired into the possibility of housing support for homeless people. We investigated the characteristics of Sanya 
and Kamagasaki as flophouse quarters, living conditions at supportive houses and the tendencies of flophouse owners. The result 
was; 1) in spite of similar characteristics, private sectors correspond differently because of the different administration of public 
authorities, 2) it was clear that the housing support was a key element but it will be necessary to review of the method of support., 
3) objective and subjective conditions possibly existed. The answer was found in regeneration of local resources.

1.は じめに一本研究の基本的視角,目 的及び方法

[基本的視角]1990年 代以降,日 本にお ける野宿生活者

の増大は,従 来の緊急援護策の限界をもた らし,「 自立」

支援が公共 と民間で行われ るようになってきた。2002年

8月 には 「ホv-一・ムレスの 自立の支援等 に関する特別措置

法」(以 下 「自立支援法」)が 施行 され,国 と地方 自治体

に対 し,「自立」支援策を義務付 けることになった。しか

し,従 来か らの野宿生活の脱 出及び防止の基盤に 「居住

の確保」があるとい う認識が欠落 した延長上に自立支援

法があ り,就 業確保の優先や,「 安定 した居住の確保」の

裏付 けに欠 ける等,居 住保障の対応 は不十分である。

こうしたことを背景に,本 研究の特徴は,第1に 野宿

生活者の 「自立」における居住保障の意義を検討 し,第

2に 野宿生活者の 「自立」支援 と結合 した居住支援 に着

目し,第3に 寄せ場型地域の地域再生における居住支援

の可能性 を追究 している点である。

[研究の 目的 と方法]研 究は3っ の柱で構成 されている。

第1は 山谷,釜 ヶ崎の両寄せ場型地域に関 して,地 域資

源 を活用 し,地 域再生 と結合 した野宿生活者の 「自立」

支援の可能性 を検討する基礎 となる地域特性の比較。各

種データの収集 と分析,ヒ ア リング調査 を実施 している。

第2は 生活再建(「 自立」)を 行 う上で,生 活保護による

居宅保護があるが,各 人の生活要求に対応 した支援を行

っているサポーティブハ ウスの生活保護受給者を対象 に

実施 した調査。第3は 寄せ場を特徴 づける地域資源 であ

る簡易宿泊所に関 して,ド ヤ保護を実施 している東京の

山谷の簡易宿泊所経営者 を対象 に経営実態 と動向を把握

し,野 宿生活者 の居住確保の場に転換する可能性につい

て検討する。 これ らを通 して,野 宿生活者の 「自立」に

おける居住保障の意義 と,国 及び自治体 と民間(NPO,

ボランタリー組織,企 業)の 役割 を考察する。

尚,本 研究では定住的住宅の無い人々を 「野宿生活者」

とし,居 宅保護 を受けていても貧 困居住にある人々を含

める場合は欧米同様 「ホーム レスの人々」としている。
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2.「 寄せ場」地域(山 谷,釜 ヶ崎)の 地域特性,地 域

資源 と野宿生活者

2.1地 域比較の目的

野宿生活者への居住支援プログラムは地域のコンテ ク

ス トと多様な面で相互関係 をもつ。寄せ場型地域 として

独 自性 の高い山谷 と釜ヶ崎の比較検討は,居 住支援 の前

提をなす地域特性を明確 にし,地 域 ごとの課題や可能性

を鮮明にするとともに,地 域 に密着 した居住支援プログ

ラムを創造す る上で重要な地域資源の存在を示唆す る。

2.2地 域比較の対象と方法

山谷,釜 ヶ崎は 日本最大 の寄せ場地域で全国か ら目雇

い労働者 を集めてきた。 どちらも中世からの前史をもっ

が,戦 前 には区画が形成 され,周 辺 を含めて木賃宿 ・貧

民街区の一つだった。近代的 「寄せ場」の成立は第二次

大戦後。浮浪者対策 を担 うとして簡易宿泊所など寄せ場

機能が集積,他 の木賃宿街が縮小す る中で相対的比重が

高ま り,都 市を代表する寄せ場型地域 が形成 された。 ど

ちらも住居表示か らは消 えたが,「 山谷」「あい りん」 は

行政用語 として使われてお り、簡易宿泊所集積などの了

解事項か らある程度範囲は限定 される(図2-1,2,3,4)。

方法 としては,既 存地域資料 と現地踏査,登 記簿デー

タな どを用いて,空 間特性を中心に経済特性,居 住者特

性の現状 を把握 し,空 問的地域資源の存在を検討する。

また,行 政,民 間支援組織,地 域組織 の活動 と相互関係

を検討 し,人 的地域資源の地域特性を考察する。

2.3野 宿生活者 と寄せ場地域

東京,大 阪での野宿生活者の実態調査注1)をみ ると,そ

の相当数が 日雇い労働層か らで,就 労 を期待 して寄せ場

に集 まることもあって,そ こが野宿生活者問題の中心地

にはちがいない。 しか し最近では,大 規模公園に長期滞

留するなど,寄 せ場の地位 も相対化 している。野宿生活

者の内,東 京での山谷経験者は34%,大 阪での釜 ヶ崎経

験者58%と,都 市全体の中での寄せ場の求心力は釜ヶ崎

では独 占的,山 谷では相対的 といえる(表2-1)。

山谷では地域外に隣接する隅田川などの公共空間にブ

ルーシー トテン トが整列 し,地 域内の 「ごろ寝」野宿は

一部商店街以外には少ない。釜ヶ崎では地域内の公園や

公共空間に大規模シェル ターが設置 された こともあって

ブルー シー トテン トや ごろ寝が地域 内に集中 し,野 宿生

活者問題が地域内に閉 じた形で表われている。



2.4地 域の空間特性

山谷は関東大震災復興区画整理事業が地区骨格を決め

てお り,幹 線道路 も地域を縦横に貫通 し,交 点に労働者

と手配師 との接点 「泪橋」がある。隅田川以外 に明確な

境界がなく市街地に連続 し,中 心放射型の寄せ場空間と

なっている。釜 ヶ崎も方形 区画 を見て取れるが四周を鉄

道,幹 線道路が境界づ けて,囲 郭型 といえる。

山谷の用途地域は浅草繁華街 につながる近隣商業地域

と準工業地域だが,実 際は住宅がほ とん どを占める。商

業地域である釜ヶ崎が簡易宿泊所や商店などの営業的機

能に占められているの とは対照的である。

空間構造 とともに,地 域地区規制の違い,区 画整理事

業の存在が現状,特 に簡易宿泊所建物の現状に大きく関

与 している。 山谷では近隣商業,準 工業 とも防火地域で

前面道路が狭 く,小 規模な敷地に建つ木造旅館の建替え

が進 んでいない(図2-1,2)。 釜 ヶ崎は商業 ・準防火 であ

るとともに中心部で土地区画整理事業が実施 され道路幅

員が広が り,区 域 内では多 くの簡易宿泊所が高層の ビジ

ネスホテルに転換 し,地 区中心部 に高層高密でホテルに

特化 した建物群が集 中している(図2-3,4)。

簡易宿泊所をみる と(図2-5,表2-2),山 谷では一般住

宅地内に分散的 に集積 し混在する。中低層で敷地 ・床面

積 とも小 さく,木 造モル タル2階 建 も多い。ベ ッ ドハウ

ス型か ら旅館型,ビ ジネスホテル型まで,建 設年代 と関

連 しっっ(図2-6),様 々な形態が混在する。釜 ヶ崎では

一定地域に集積 し,寄 せ場機能が特化 して表れでいる。

高度経済成長期,バ ブル経済期 を通 じてビジネスホテル

化が進み,鉄 骨造6階 建て以上が半数強を占め,平 均収

容人数も90人 以上に大型化 した。

山谷での宿泊費は多くがほぼ2,200円 前後で,東 京都

の 「ドヤ保護」注2)による生活保護費内住居費の上限(台

東区で53,700円/月 ×1.3倍)と 一致 してお り,簡 易宿

泊所経営のかな りの部分が生活保護 に依存 している。

2.5地 域経済 と居住者特性

山谷 を見ると,地 価 下落(図2-7),商 工業も衰退傾 向

が続 くが(図2-8),酒 類販売を含む飲食料品販売額の大

きさが寄せ場地域の特徴を表わす。

簡易宿泊所居住者も計数 され る国勢調査か らみると,

釜 ヶ崎は男性比率が非常に高い(表2-3)。 かつては家族

型の宿泊者も多かったが現在は単身男性に特化 し高齢化

も著 しい。山谷の簡易宿泊所居住者 も大半は単身男性で,

高齢化 も顕著である。また、人 口の減少傾向も続いてお

り(図2-9),釜 ヶ崎のように寄せ場居住者の特徴が地域

の居住者特性 に重なるのでなく,区 全体の傾 向に近い。



2.6行 政施策

寄せ場地域への行政施策で大きく異なるのは,「 ドヤ

保護」の有無で,東 京都ではこの施策 を1950年 代後半か

ら採用 しているが,大 阪市にはない注3)。山谷では90年

代から簡易宿泊所での生活保護受給者の割合が特に大き

くなり依存度が上がった。 この施策の存在 がNPOに よ

る中間居住施設 の運営を可能に してもいる。釜ヶ崎はこ

うした施策がないため経営上の緊張感も高 く,旅 館経営

者が支援組織 と連携 し,旅 館から共同住宅へ と用途転換

によって生活保護受給者を確保するな ど個別的ではある

が新たな取 り組みが模索されている。そ うした動きが,

サポーティブハ ウスによる居住支援への積極的な取 り組

みにつながっている ともいえる。

野宿生活者対策を見 ると,東 京都では実態調査を受け

て 『東京のホームレス』注4)を刊行 し,自 立に向けてのプ

ロセスを提案 した。野宿生活者問題は都 内全域に分散 し

てお り,地 域 ごとの特性に応 じた解決策が期待 されてい

る。自立支援セ ンタ・一一一一一も23区 を5ブ ロックに分け各一箇

所ずつ設置す る。釜 ヶ崎では行政対策 としてシェルター

設置が主で,釜 ヶ崎のほかには長居公園,大 阪城公園な

ど大規模公園内に設置す るとい う方針である。 自立の方

法を地域 とプロセスで捉えよ うとす る東京 と個人に還元

する大阪との違いが,地 域活動の違いに反映 している。

2.7地 域の人的資源

地域 の人的資源は,① 行政関係 の公務労働者,②NP

O法 人組織,③ ボランタリー組織が集 中している点に特

徴があ り,加 えて,④ 地域組織である町会,商 店会,各

種事業協同組合(簡 易旅館組合等)が ある(表2-4)。 山

谷 と釜 ヶ崎ではこの構成や相互関係に違いがある。

山谷で野宿生活者や簡易宿泊所居住者 などへの民間支

援組織の特徴(表2-5)は,① 地域を包括 した組織は存

在 しない。個々の組織は独 自性が高 く,領 域や機能を役

割分担 しネ ッ トワークづく りが始まった。② キリス ト教

関係の支援組織が多い。周辺に多い神社仏閣関係か らの

支援組織が無いことも特徴的。③居所の提供 をおこな う

NPO組 織が多い。④保健医i療の相談窓口を提供するN

PO組 織 も多様である。釜 ヶ崎 も,① 唯一の包括的組織

はないがいくつかの活動を束ねる役割の組織形態が存在

し,重 層的に関わる。②歴史的に社会問題 を扱 う様 々な

団体 ・財 団が釜 ヶ崎 に施設をもち活動す る。'③居所 の提

供は歴史的な財団や,公 共が設置 しNPOが 運営す るシ

ェル ターの他,簡 易宿泊所経営者によるサポーテ ィブハ

ウスが担 っている。④保健医療を担 う団体 もい くっか併

存 し相互 に特定の活動団体 と関連をもつ。

大 きく異なるのは簡易宿泊所経営者の関わ りで,釜 ヶ

崎ではサポーテ ィブハ ウスのように支援の重要な主体 と

なっているが,山 谷では本研究の簡易宿泊所調査で初め

て支援体制 と経営者 との関係を問いかける段階にある。

簡易宿泊所が密集する釜ヶ崎ではその経営者が町会を構

成 してお り,一 度消滅 した町会が今年,経 営者有志の取

り組みで復活 した。一般居住地 と混在する山谷では,簡

易宿泊所経営者 に町会役員が多いにもかかわ らず,支 援

体制 との関係が希薄である。

2.8寄 せ場地域の特性

山谷が明確 な境界 をもたず住宅地 と混在するのに対 し

て,釜 ヶ崎は寄せ場 を表す構成 要素が周辺地域か ら切 り

離 された形で集積 し,強 く特化 した 「寄せ捌 空間域 を

形成す る。山谷では寄せ場特有の空間や生活が一般住宅

地の空間や生活 と併存するが,釜 ヶ崎では様々な空間や

生活が寄せ場機能に強く規定 され,寄 せ場型地域 として

特化 している。同様の構成は横浜 ・寿町にも見 られ るが

集積力は釜ヶ崎の方が格段に大 きい。

野宿生活者問題の現われ方も,地 域内にシェルターか

ら中間居住施設までを内包 し求心的な釜 ヶ崎と,ゆ るや

かな周縁性をもつ山谷 とい う対比がみえる。



3.居 宅保護と 「自立」支援

3.1寄 せ場地域における福祉施策の概要

3.1.1ホ ーム レス施策の特徴と緊急援護対策の限界

山谷,釜 ヶ崎地域では,日 雇い労働者の不安定な雇用

状況や低位な生活状況に対 して,地 域内に対応窓 口を設

け,地 域 固有の労働施策,福 祉施策,保 健衛生施策を講

じてきた。特に宿所提供に関わるもの として,生 活保護

の相談のほかに,応 急援護注5),冬 季臨時宿泊事業注6)な

どを実施 している。また,近 年は,増 加する野宿生活者

への対応が緊急課題 となってお り,釜 ヶ崎ではあい りん

臨時緊急夜問避i難所(定 員600人,2000年4月 か ら3年

間の限定事業)が 開設 されている。いずれの施策 も応急対

応的なものにとどまってお り,東 京都が実施 している都

営住宅の特別斡旋注7)が唯一の住宅施策で ある。

野宿生活者に対 しては,1999年5月 に国の 「ボー…ム レ

ス問題連絡会議」が取 りまとめた「ホームレス問題に対す

る当面の対応策」を受けて緊急援護対策が実施 され てい

る。東京都では,緊 急一時保護センター(心 身の健康回

復 と以後の処遇方針の決定を行 う)を5ヶ 所,自 立支援

センター(就 労 による 自立に向けた生活指導,就 労指導,

住宅相談等を行 う)を5ヶ 所,さ らにグループホーム(自

立支援セ ンター退所者を対象に 日常生活の相談,指 導,

職業訓練な ど社会生活に関す る指導や就労を基本 とした

社会復帰への支援を行 う)を 需要に応 じて設置す るとし

ている。現在までに,緊 急一時保護センターは大田区1

ヶ所(定 員300人),自 立支i援センターは台東区(定 員IO4

人),新 宿区(定 員52人),豊 島区(定員80人),墨 田区(110

人)に それぞれ開設 されている。

大阪市では自立支援センターおおよど(定員100人),

西成(定 員80人),淀 川(定 員100人)を 開設 したほか

公園内のテン ト生活者 を対象にした仮設一時避難所を長

居公園,西 成公園に設置 した。現在,大 阪城公園に400

人規模 の仮設一時避難所を建設中である。また,市 内の

野宿生活者を対象 に巡回相談事業を実施 している。

自立支援事業は,野 宿生活者対策の骨格を成すもので

あるが,そ の効果については疑問がある。例えば,自 立

支援センターおおよどの2002年3月20日 の退所状況を

みると,の べ退所者204人 の うち就労者は90人(44.1%)

である。就労 自立の要件を満たせず生活保護や入院な ど

福祉 にかかった人が1割 強,残 りは何 らかの事情で退所

に至ってお り、中には再び野宿に戻 った人もいる。就労

自立が進 まない要因には、健康回復 に長い時間を要す る

ことや、高齢化、就労経験 ・技能の偏在、施設に住所 を

置いていることに起因す る企業の偏見 ・誤解な どが考 え

られ る。また、短い入所期間内での生活資金の積立や 「自

立」生活イ メージの形成の難 しさなどがある。就労退所

者においても,そ の後の経過を見 ると様々な事情か ら失

業や生活保護 に至るケースが現れている注8)。

3.1.2新 たな施策の展開 と居住支援の位置

現在のホーム レス施策は、経済的 自立を強調するあま

り,ホ ームレスを階層化 し就労可能な野宿生活者 に偏重

した対応 であり、また就労対策を一義 とし、宿所対策 は

二次的なもの となってい る。

ところで自立の本来の意 味は,「他の助けや支配なしに

自分一人の力で物事 を行 うこと。(『 大辞林』)」であ り,

障害者運動 において 自立生活 とは,自 己決定 ・自己選択

による生活の質の向上であると解釈 されている。野宿生

活者 の暮 らしは,他 の助けや支配な しに自分ひ とりの力

で生活 を継続 している点で文字通 り自立である。問題は,

低位 な生活水準や生活の不安定性,社 会規範やコ ミュニ

ティとの乖離による社会性 の欠如な ど生活の質にある。

これ らの問題の多 くは居所 の喪失に起因 してお り,① 人

間の尊厳を失わせ,生 命 と生存を脅かすと同時に,② 現

代の社会生活へのアクセスを困難に している。

リス トラによる元勤労層 の失業者や若者には,可 能な

限り就労支援により生活再建を行 うことが重要であるこ

とはい うまで もない。 しか し,深 刻 な経済不況や野宿生

活者 の高齢化が著 しい現状 においては,居 住の確保 こそ

生活再建の前提である。

3.1.3生 活保護制度の活用 と問題点

現在,野 宿生活者が居所 を獲得する手段 として活用 さ

れている社会福祉システムに,生 活保護制度力§ある。台

東 ・荒川区の生活保護は約2,400人 であ り,大 阪市西成

区の生活保護受給者 は,2002年10月 現在,約15,000世

帯(う ち,行 路者は1,400人)で ある。
一般 に生活保護の実施機 関は福祉事務所であるが,釜

ヶ崎の場合は市立更生相談所 と福祉事務所の2ヶ 所が対

応 してい る。市立更生相談所は,あ い りんで住居がない

か,ま たは明らかでない単身の要保護者に対 して,施 設

入所や入院などの相談 ・保護の決定 と実施を行っている。

「ドヤ保護」は,東 京都や横浜市な どでは認め られてい

るが,大 阪市では認 め られ ていない(2.6参 照)。

野宿生活者の生活保護運用においては,以 下のような

問題点が指摘 され る。① 申請に基づ く保護適用を原則 と

しているため,制 度の情報を知 らない野宿生活者は申請

に至 らない。②要保護者の居住地がないか明 らかでない

場合,現 在地を所管す る実施機関が保護を行わなければ

な らないが,居 住の実体が不明の場合は申請を拒否 され

ることが多い。③稼働能力の活用 を重視するあま り,雇

用状況のいかんにかかわらず65歳 未満の野宿生活者の

申請が拒否 され る傾向にある。④居住地が明 らかでない

要保護者 には原則 として生活保護施設などへの収容保護

が実施 されてきたため、密度の高い管理された集団生活

に対する懸念を理由に,生 活保護 の申請を倦厭する人が

少なくない注9)。



3。2生 活保護による生活再建の現状と課題

一サポーテ ィブハウス居住者調査一

3.2.1調 査の 目的と方法

生活保護は,経 済的に最低限度の生活 を保障するもの

で,生 活 のシステム全般を支えるものではない。いった

ん生活保護を受給しても,生 活再建のプロセスで挫折す

る人 は少 なくなく注10),再び野宿に戻 るケースもある。

生活保護による生活再建における課題 を明 らかにする

ために,釜 ヶ崎内の生活保護受給者 に対 して以下の よう

な2段 階の調査を実施 した。

(1)ア ンケー一ト調査:釜 ヶ崎内にあるアパー ト6軒 の

全居住者(入 院 ・失踪者等 を除く)を 対象に,ア ンケー

ト調査を行った。調査票は,ア パー トの管理人や職員 を

通 して対象者 に直接配布,回 収 した。配布数645,回 収

数516,回 収率80.0%。 調査期間は,2002年3月26目

～4月6目 まで。

(2)イ ンタビュー-xe査:(1)の 対象者の中か ら無作為

抽出 し調査協力を得ることができた71人 に対 して,大 阪

市の野宿実態調査経験者 など2名 一組の調査員が,1人

あた り1～4時 間かけて面接聞き取 りを行った。調査期間

は、2002年4月30日 ～5月6日 まで。

さらに対象者の暮 らしや状況については,ア パー トの

経営者や管理人から補足資料 を得た。

なお,こ こでい うアパー トは,次 節 に解説する 「サポ

ーテ ィブハ ウス」である。本来な らば,一 般アパー トで

の居宅保護者 も含めた広い対象者か らサ ンプルを抽 出す

べきであるが,プ ライバシー保護や調査協力への理解の

得やす さ,調 査期間などを鑑みて,今 回はサポーティブ

ハ ウス居住者 に限定 して調査を行 った。

の うち46軒 が2002年10月 までにアパー トに転用 した。

そのほとんどが,生 活保護受給者や年金生活者を対象 と

してお り,敷 金や保証人を不要 とした り,住 宅扶助の限

度額以内に家賃 を抑 えるな ど,野 宿生活者 が生活保護 を

受給す る受け皿 として利用 しやすい よう便宜を図ってい

る。また,生 活保護受給開始までの間,家 賃を後払いや

分割払いなどに してい るところもある。

一般に、サポーティブハ ウス以外の簡易宿泊所転用型

アパー トには,職 員の常駐や共 同リビングはない。各居

室に電気 メー ターを備 え付けるなど多少の設備投資 を行

っているところもあるが,看 板 を下ろしただけで物理的

には旅館営業 当時のままであるところも多い。アパー ト

化に伴 って館内の大浴場 を閉鎖 した り,職 員を解雇する

な ど,逆 に設備投資 を削減 した ところもある。

サポーティブハ ウスを含めた簡易宿泊所転用型 アパー

トには2002年10月 現在,約2,200人 の生活保護受給者

がいる。 これは,あ い りん地区内の生活保護受給者全体

の約半数にあたる。

3.2.2サ ポーティブハウスの概要

サポーテ ィブハウスは,釜 ヶ崎のまちづ くりに取 り組

む市民連絡会「釜 ヶ崎のまち再生フォー ラム」の理念 に賛

同 した簡易宿泊所の経営者によって運営 されている簡易

宿泊所転用型 アパー トの俗称で,2000年6月 からこれま

でに5人 の経営者によって7軒(定 員約700人)が 開設

され ている。サポーティブハウスの主な特徴は,① 職員

が24時 間常駐 して生活相談および必要な生活支援 を行

っていること,② 居住者や職員や地域 の支援団体等が 自

由に利用できる共同リビング(談話室)を 備 えていること,

③一部に手す りや洋式 トイ レを設 けるなど高齢化対応 し

ていること,な どである。

釜 ヶ崎地域の簡易宿泊所の多 くは1985年 以降に中高

層の耐火建築物 に増改築 されている。各居室は3畳 程度

の個室になっているので,ア パー トへ の転換が容易であ

る。このため,バ ブル崩壊後寄せ場機能の低迷に伴 って,

アパー…トに転用する簡易宿泊所が増加 している(図3-1)。

1988年 には簡易宿泊所の数は210軒 を超 えていたが,こ

3。2.3居 住 者 の 特 性

ア ン ケ ー トの 回 答 者516名 の 年 齢 は,65歳 以 上 が



78.9%,65歳 未 満 が18.0%,不 明3.1%で あ る 。性 別 は,

男 性95.7%,女 性2.1%,不 明2。1%。 出身 地 は 北 海 道

か ら沖 縄 ま で 全 国 に分 散 して お り,満 州 や 台 湾,韓 国 出

身 者 も い る 。 障 害 者 手 帳 を 持 っ て い る人 は9.1%,要 介

護 認 定 を 受 け て い る人 は5.4%で 要 支 援 か ら要 介 護 度2

の 範 囲 で あ る。 経 営 者 の 話 で は 要 介 護 度5の 人 も い る ら

しい が,ア ン ケ ー ト回 答 者 に は 含 ま れ な か っ た 。 現 在 の

健 康 状 態 に つ い て は,「 とて も 良 い 」 「ま あ 良 い 」 が 合 わ

せ て26.0%,「 普 通 」 が38.8%,「 や や 悪 い 」 「とて も悪

い 」 が27.1%。51.2%が 現 在 何 ら か の 事 情 で 通 院 して い

る。 年 金 が あ る と回 答 した 人 は6.2%。 結 婚 歴 は,未 婚

が42.6%,結 婚 経 験 者(離 婚 死 別 を 含 む)が46.7%,内

縁 が0.4%。 現 在 は,10組 ほ どの 内 縁 世 帯 を 除 い て 全 員

が 単 身 世 帯 で あ る 。 家 族 との 連 絡 が あ る の は7.9%。

調 査 時 点 で の サ ポ ー テ ィ ブ ハ ウ ス の 居 住 期 間 は,3ヶ

A未 満 が16.9%,3ヶ 月 ～6ヶ 月 が9.5%,6ヶ 月 ～1年

が22.3%,1年 以 上 が49.2%で あ る。

3.2.4サ ポーティブハ ウス入居前の状況

516名 の うち,54.7%は 野宿経験があり,24.2%は な

い。野宿経験がある282人 の野宿期問は,半 年未満が

17.0%,半 年～1年 が8.9%,1年 ～2年 が16.7%,2年

～5年 が26 .2%,5年 ～10年 が13.1%,10年 以上が11.0%

であ る。 一人暮 ら し歴 の長 い人 が多 く,10年 以上 が

59.3%,う ち半数は30年 以上一人暮 らしを続 けている。

簡易宿泊所で生活 した経験がある人は55.8%,飯 場で生

活 した経験がある人は45.2%,釜 ヶ崎地域内の生活保護

施設で生活 した経験がある人は26.6%で,ど れにも○が

っかなかったのは16.9%で あった。

サポーテ ィブハウスの入居のきっかけは,釜 ヶ崎地域

内の支援団体や関連施設を通 じたケースが約6割,サ ポ

ーテ ィブハ ウスの経営者や職員の広報によるものが約2

～3割 ,入 居者等のロコミが約1割 となっている。「2000

年夏に読売新 聞で 『福祉マンション』の紹介記事を読ん

で,ぜ ひ 自分も入 りたい と思って直接相談に来た。(71

歳男性)」といった自力で入居に至るケースはまれで,ほ

とんどは支援者等の情報や助力によって入居 している。

少数 ではあるが,「 アパー トを追い出されそ うになった

時に相談に乗 ってくれた役所の人からサポーティブハ ウ

スの関係者を通 じて紹介 された。(70歳 男性)」など野宿

に落 ちる前にサポーティブハ ウスに入居 したケースや,

「生活保護 を受給 してアパー ト居住 していたが,隣 の人

が うるさくて転居先を探 していた ときに,以 前か ら通所

していた施設(AA)の 担 当者か ら紹介 された。(53歳

男性)」な ど他のアパー トから転居 してきたケースもある。

3.2.5サ ポーテ ィブハウスでの生活実態 と評価

サポーティブハ ウスの特徴で ある共同 リビング(談 話

室)を 利 用 して い る 人 は52.7%,利 用 して い な い 人 は

33.3%。 日 中 よ くい る 場 所 は,多 い 順 に 「自分 の 部 屋 の

中 」44.6%,「 釜 ヶ 崎 の ま ち の 外 」12.6%,「 釜 ヶ 崎 の ま

ち の 中 」8.1%,「 談 話 室 な ど共 用 部 分 」4.8%。 他 人 との

接 触 を 好 ま ず 部 屋 に こ も りき りに な る タイ プ と,社 交 的

で 隣 人 や 職 員 と積 極 的 に 交 流 し て い る タイ プ に分 か れ る

が,前 者 に あ て は ま る の は 日雇 い 労 働 が 長 く寄 せ 場 や 飯

場 で の 一 人 暮 ら しに 慣 れ て い る人 に 多 く,後 者 は サ ラ リ

ー マ ン 経 験 の あ る 人 や 家 族 との 生 活 が 長 い人
,釜 ヶ崎 経

験 の 浅 い 人 な ど に 見 られ る 。

普 段 の 生 活 の 楽 しみ ご と は,「 テ レ ビ ・ラ ジ オ 」78.1%

「散 歩 」51.6%,「 新 聞,雑 誌 」43.6%,「 読 書 」25.0%,

「友 達 と の 会 話 」13.8%,「 お 酒 」12.6%,「 囲 碁 ・将 棋 」

12.0%な ど。 敬 老 乗 車 証 を 利 用 し て 大 阪 市 内 を 活 発 に動

き 回 っ て い る人(68歳 男 性,72歳 男 性 な ど)や 仕 事 が で

き な く な っ た 今 も毎 朝5時 ご ろ に 起 き て セ ン タ ー に 仕 事

の 出 具 合 を 見 に 行 っ て い る 人(73歳 男 性)も い る。

食 事 を 規 則 正 し く 取 っ て い る と 回 答 した 人 は74.6%

だ が,3食 き ち ん と 食 べ て い る の は59.2%,2食 が

35.6%,1食1.8%で あ っ た 。 出 来 合 い の お 惣 菜 や 弁 当

を 利 用 して い る 人 が 多 く,家 事 の 経 験 不 足 と居 室 に 専 用

の 流 し台 や コ ン ロが な い こ とが,自 炊 を 困 難 に し て い る。

日雇 い 労 働 や 無 職 生 活 の 長 い 居 住 者 に とっ て は 月 極 の

家 計 管 理 が 困 難 な ケ ー ス が あ り,サ ポ ー テ ィブ ハ ウ ス に

よ っ て は 居 住 者 の 依 頼 を 受 け て 職 員 が 金 銭 管 理 を 行 っ て

い る と こ ろ も あ る。 「お 金 が 足 り な く て 困 る こ と が あ る

か 」の 問 い に は,「 よ く あ る」7.40/。,「た ま に あ る 」32.6%,

「ほ と ん ど な い 」31.2%で あ っ た 注ll)。

生 活 保 護 を 受 け て い る こ と に つ い て,「 大 変 あ りが た

く感 じて い る 」は72.3%,「 負 い 目 を 感 じて い る 」12.2%

「当然 の 権 利 と 思 う」2,3%,「 特 に な ん と も感 じな い 」

が1.2%で あ っ た 。 「65歳 か らい け る っ て 聞 い て しま っ

た 一 っ て 思 っ た わ 。 … 生 活 保 護 い うの は 全 然 知 らん か っ

た 。(73歳 男 性)」 と嘆 く人 が い る 一 方 で,「 自分 よ り高

齢 で 生 保 受 給 で き な い 人 か ら,『 身 体 が 悪 く て 生 保 受 給

で き て い い な 』 と皮 肉 を受 け る 。(58歳 男 性)」 「65歳 未

満 な の で 引 け 目 が あ る 。(51歳 男 性)」 「野 宿 を し て い る

昔 の 友 人 に は 生 活 保 護 の こ とを 話 す の は 負 い 目が あ っ て

話 して い な い 。(66歳 男 性)」 「負 け 犬 に な っ た 。(61歳

男 性)」 な ど,負 の ス テ ィ グ マ を 強 く感 じて い る 人 もい る。

サ ポ ー テ ィ ブ ハ ウ ス に入 居 後 の 暮 ら しの 変 化(表3-1)

に つ い て は,健 康,食 生 活 で 「良 く な っ た 」 とい う回 答

が 多 く,ま た,飲 酒 量,喫 煙 量 は 「減 っ た 」 の 回 答 が 多

い こ とか ら,健 康 面 で の 改 善 が 大 き い 。 そ の 他 の 項 目 に

っ い て は,「 良 く な っ た 」人 も い れ ば 「悪 くな っ た 」人 も

い る。 楽 しみ ご とや 不 安 に つ い て は そ の 質 が 変 化 して い

る可 能 性 が あ る。例 え ば,「 い つ ま で も役 所 が 助 け て くれ

るか ど うか 。 こ の ま ま 福 祉 国 家 で い け る か ど うか 不 安 。



(73歳 男 性)」 な ど,生 活 保 護 受 給 に よ っ て 新 た な 不 安

が 生 じて い る ケ ー ス が あ る。

サ ボv・…テ ィ ブ ハ ウ ス に 対 す る 評 価(表3・-2)で は,「 い

つ も職 員 が い る」,「掃 除 して く れ る 」,「個 室 に 分 か れ て

い る 」 とい う項 目 に 対 して 評 価 が 高 い 。ま た,「 談 話 室 が

あ る 」,「大 浴 場 が あ る 」 とい っ た 設 備 面 を 「良 い 」 と 支

持 した 人 が4割 以 上 あ っ た 。一 方,「 部 屋 の広 さ(3畳)」

や 「部 屋 の 設 備(テ レ ビ,エ ア コ ン,冷 蔵 庫 が 備 え られ

て い る が,押 入 や 流 し台,ト イ レ が な い)」 に 対 す る評 価

は 他 項 目 と比 較 して 低 い 。 「釜 ヶ 崎 の 中 に 立 地 して い る」

こ とに つ い て も賛 否 両 論 が あ る 。

総 合 的 に み て 現 在 の 生 活 に 対 す る 満 足 度 は,「 と て も

満 足 して い る 」14.5%,「 ま あ満 足 して い る 」39.0%,「 ど

ち ら と も い え な い 」11.4%,「 や や 不 満 で あ るj6.0%,

「とて も 不 満 で あ る 」1.2%,「 無 回 答 ・不 明 」27.9%で,

満 足 度 は 比 較 的 高 い 。ま た,永 住 希 望 に つ い て は 、39.0%

が 「健 康 な うち は 住 み 続 け た い 」 と し,「 多 少 か ら だ が 悪

くな っ て も住 み 続 け た い 」15.5%,「 で き れ ば 死 ぬ ま で 住

み 続 け た い 」8.5%,「 で き れ ば 出 て 行 きた い 」8.1%,「 出

て行 く予 定 で あ る」3.1%,「 無 回 答 ・不 明 」22.5%で あ

っ た 。住 み 続 け た い と い う回 答 の 背 景 に は,「 健 康 や 病 気

の こ と」64.1%,「 介 護 が 必 要 な 状 態 に な る こ と 」35.1%,

「一 人 暮 ら しで 頼 り に な る 人 が い な い こ と」28.5%,「 自

分 が 死 ん だ と き の こ と(葬 式 な ど)」26.4%な ど将 来 に対

す る 不 安 が あ る。 「当 面 は 住 み 続 け た い 。こ ち ら に は サ ポ

ー トが あ る し
,知 っ た 人 も 多 い し。(59歳 男 性)」,「(一

般 の)ア パ ー トは オ ー ナ ー もい な い の で お っ か な い 。(63

歳 男 性)」 な ど,サ ポ ー テ ィ ブ ハ ウ ス の 職 員 や 友 人 関 係 に

信 頼 を 寄 せ て い る人 は 多 い 。 一 方,サ ポー テ ィ ブ ハ ウス

を 出 た い と い う人 の 多 くは,部 屋 の 狭 さや 設 備 に 不 満 が

あ る 。3畳 個 室 や 共 同 トイ レ とい う空 間 要 件 で は 経 営 者

や 職 員 も重 度 の 要 介 護 者 を抱 え る こ と に不 安 を 抱 い て い

る。 しか し,「 一 般 の ア パ ー トに変 え よ うか な あ と思 っ

てるけど,福 祉 になる とお金貯 められへんから移るの難

しい。(72歳 男性)」,「 なるべ くな ら少 しでもお金を貯

めて 自分でお風呂付の部屋 に移 りたい。でもなかなか難

しい と思ってい る。今の状態では望む こと自体が欲のか

きすぎだ。(53歳 男性)」 な ど,よ り良い居住環境に移 る

希望があって も,生 活保護 から来 る金銭的制約や心理的

抑制な どか ら,現 状に我慢 してい る人 もいる。

3.3居 宅保護における 「自立」支援

3.3.1多 様なニーズに対す る対応

インタビューでは,孤独 な高齢者の姿も垣間見 られた。

「ずっ とここでお世話 になろうと思っているが,こ のま

までいいのかな あとも考える。 日ごろの楽 しみごとはあ

るが,生 きがいはない。惰性で生 きているような感 じ。

ここで国か らの援助を受けなが ら死ぬのを待つ ような状

態。でもこの年で仕事 もない し,仕 方 ない とも思ってい

る。 もしアパー トに一人で入った として も,孤 独になる

のは さび しい。(68歳 男性)」 「毎 日同 じ。朝起きた ら決

まっている。朝6時 布団の中で 目を覚ま し、7,8時 ごろ

には起き出 して,飴 玉一つでも買ってきて食べ るのみで

す よ。生活その ものは変わ らない。 この年 になった らも

う友達もできないよ。(82歳 男性)」 などである。サポー

ティブハ ウスでは,生 活保護申請の援助,金 銭管理,服

薬管理,銀 行や役所への同行,サ ラ金業者 との仲介,日 々

の安否確認,緊 急時の対応 など,居 住者に応 じたきめ細

やかな対応がな されているが,今 後は生きがいづくりな

ど高齢化 に対応 した一層のサポー トが必要である。

一方 ,調 査 中にサポーティブハ ウスから初めて就労自

立 したケース(65歳 男性)が 出た。有償ボランティアを

通 じて広げた人脈 を生か して就労 したケースだが,サ ポ

ーテ ィブハ ウスの存在 によって生活保護を受給 しながら

就労による生活再建を 目指す期間を得た ことがその背景

にある。今後取 り組んでみたい活動 として 「社会奉仕 ・

ボランティア」を挙げた人は13.2%あ り,生 活の安定に

よって生まれ る新 しい要求への対応 も求められている。

3,3.2「 自立」支援型居住施設の事例

釜ヶ崎ではこの他に,簡 易宿泊所 の経営者が野宿にな

りそ うな人に無償 で簡易宿泊所の居室 を時限提供 してお

り,こ れまでに数世帯が再就職 しアパー ト居住を果たし

た。また,山 谷 ・NPO自 立支援センターふるさとの会

による自立支援施設やグループホーム,新 宿 ・スープの

会 によるおもかげ舎な ど,他 地区でも民間団体が人的サ

ポー トを備えた地域に根付 いた居住 支援を行っている。

さらに,山 谷 ・友愛会の地域におけるター ミナルケアの

実践や新宿 ・自立生活サポー トセ ンター"も やい"の ア

パー ト入居に際 しての保証人提供事業など,幅 広い野宿

生活者層に対 して多種多様 な居住支援の展開が見られ る。



4.山 谷地域 における簡易宿泊所の経営動向と野宿生活

者の居住支援の可能性

4.1調 査 目的と方法

本章では,寄 せ場型地域を特徴づける簡易宿泊所(以

下 「簡宿」)の経営動 向と簡宿の実態から,寄 せ場機能の

変化の中で,野 宿生活者の 「自立」支援 と結合 した中間

居住施設又は終 の棲家 としての居住の場になりうる可能

性 を検討することを 目的 としている。前章でサポーティ

ブハ ウスに転換することで居宅保護を実施 している釜 ヶ

崎の事例について論 じたが,こ こでは簡宿 を野宿生活者

の施設収容に至 る待機場所 として位置づけてきた東京都

及び各区を背景に,東 京で最 も簡宿が集積 している山谷

地域 の簡宿に関 して検討する。

調査は,『 平成12年 城 北旅館組合組合員名簿』(2000

年3月31目 現在)に 掲載 されている簡易宿泊所 の経営者

と所有す る簡易宿泊所 を対象にインタビューを実施 し,

時間が とれない場合 に調査票を留置 し回収 した。調査期

間は2002年8月 ～9月 である。尚,山 谷地域には組合非

加盟の宿泊所が10軒 程度 あるが,今 回は対象からはず し

ている。調査状況は表4--1の 通 りである。

4.2山 谷地域における簡易宿泊所

戦前か ら人夫寄せ場 として成立 していた山谷地域の簡

宿は戦災後,罹 災者 ・浮浪者のテン ト村 とな り,こ れが

高度成長期には 日雇い労働者の宿泊所 として復活 した。

簡宿 は土木作業に従事す る日雇い労働者の確保 として柔

軟に対応す る飯場 と補完関係にある低料金の宿泊施設で

ある。 しかし,低 水準の施設,手 配師による収奪,暴 力

団の介入や警察による取締 の強化,失 業による野宿化な

どの不満の蓄積は,60年 に簡宿利用者の 「暴動」事件 と

して爆発 した。しかし70年 代の ピーク時214軒 あった簡

宿も廃業が続 き,2000年 現在165軒 となっている。

創業年次は表4-2の 通 りで,戦 前が1割,昭 和20年 代

が3割,そ して高度経済成長期4割 となっている。

経営方式は経営者単位でみると,有 限会社が47%,自

営39%で,株 式会社 にしているところが1ヶ 所ある。戦

後は共同経営方式が行われたが,現 在新たに採用 してい

る所もある。構造は木造37%,非 木造(RC造,鉄 骨造)

が53%で,階 数 も木造全てが2階,非 木造は大半が中層

で,6階 以上の高層は2棟 のみである。非木造簡宿 は新

規参入の他,70年 代か らバブル期 にかけて,簡 宿のビジ

ネスホテル化,規 模拡大を目指 して非木造建築への建替

が行われたものである。その結果,建 替に乗 り遅れた木

造簡宿は老朽化が進み,経 営難 と重 なった所 は改善困難i

による窮乏化がみ られ る。

施設形式は名簿に よると9割 は個室形式であるが,ベ

ッ ドハ ウス方式も15棟 残 ってお り,最大のベ ッ ドハ ウス

は400床 である。個室方式の木造2階 建て簡宿の1棟 平

均室数 は29.3室,非 木造が38.2室 である。個室規模が

せいぜい3畳 で,室 数 の割に敷地規模は小 さく,200㎡ 以

下が57%,330㎡(100坪)以 下では76%と なっている。

4.3簡 易宿泊所経営者の基本属性

まず注 目され るのは,51名 の経営者 中女性が3割(名

義のみ を除く)と 高いことである。複雑な管理サービス

を必要 としない簡宿では家庭 をもっ女性でも十分に対応

でき,む しろ女性の感性が宿泊者へ のケアになっている。

調査対象経営者の内複数所有 しているのは18人,最 多

は21棟,2棟 が10人 で,3棟 以上所有 している人は古

くからの経営者が多い。これ らは廃 業 した簡宿を買い取

りなが ら規模拡大 をしてきた。他の多くは1棟 経営であ

る。

年齢は60代 以上が6割 を占め高齢化がみ られる。40

代50代 が16人 いるが,新 規参入 ではなく親か らの継承

である。初代経営者は2割 に過 ぎず,6割 が本人または

配偶者が2代 目,3代 目となっている。また経営者 自身

が他職につ き実質的には妻が経営 に参加 している例もあ

る。宿泊所以外に経営 をしているのは3割 で,簡 宿経営

に関連 した保険代行,寝 具販売,他 地域での旅館,賃 貸

住宅経営等がある。経営者の現在居住地は,「生まれてか

ら山谷」が45%と,男 女共結婚等によ り山谷に居住が28%,

2割 強の人が山谷地域外 に居住 しているが,山 谷地域の

マイナスイメージを避けた とい う人 もいる。

4.4簡 易宿泊所の経営特性

簡易宿泊所は旅館業法に規定 され,ホ テルや旅館に比

べ低料金で提供する宿泊施設である。宿泊料は最高で目

額4,800円,最 低で500円 と巾があ る。 ビジネスホテル

化 した宿泊所 は料金を一気 に2,000円 以上に設定したが,

バブル後生活保護受給者の受 け入れ を行 うため,2,200

円(台 東 区)に 合わせている。それ以下の所が55%と 多

く,2,300円 を越える所は12%で ある。長期滞在の場合

2,000円 を越えると賃貸住宅の家賃 と比べて割高である。

低料金設定か らくる経営特質は,可 能な限 り経営の合



理化をはかることである。その対応は,① 人件費の削減:

家族 ・同族経営で支配人や従業員 を極度 に押 さえる(支

配人有 り61%,常 勤無 し47%),② 最低限の施設設備(3

畳以下の簡宿92%,TVは 殆 ど入 っているが冷暖房の無

いところもある),③ 食事サー ビス無 し(個 室には炊事設

備は無いが簡易な 自炊場 がある所は34%),④ 他 の維持

管理費の圧縮(浴 室の水の節約,清 掃の合理化)で ある。

これ らのことは,簡 宿溺周辺地域のコンビニや飲食店,

コインラン ドリー,自 動販売機等 とのネ ットワークを前

提 として成立 していることを意味 している。

反面客の獲得のために,施 設設備や維持管理のよさを

看板にしているところもある(滝 風呂,設 備 の更新,清

掃の徹底等)が,必 ず しも客の獲得 に結びついていない。

簡易宿泊所を,生 活保護受給者の居宅保護の場 として利

用 してきたが,90年 代以降の野宿生活者 の急増に対 し,

各 区が大規模施設収容 に至る待機場所 として簡宿 を利用

す るようになった。 これが利用者減少に苦慮 していた簡

易宿泊所の利益 と一致 した。2001年3月 …現在定員7,547

人中宿泊者 は約5,000人 であ り,山 谷の生活保護受給者

の約半数2,000人 が簡宿 に居住 し,相 当な福祉予算が簡

宿 に環流 している。

4.590年 代の簡易宿泊所の変容

バブル経済が崩壊 し,建 設業の構造変化 と不況は,土

木建設労働 に従事す る 日雇い労働者の仕事を奪い,寄 せ

場地域 を変質 させ,簡 宿か ら路上に押 し出され る人が増

えてきた。かつては景気回復 と共に,再 び簡宿 にも活気

が蘇ることも期待できたが,近 年の構造不況からはその

兆 しはみ られない。簡宿は大きな岐路にたっている。

現在直面す る問題 については図4-1の 通 りである。第

1が 宿泊者の高齢化で6割 以上,第2が 宿泊者 の減少で,

以下施設の老朽化,後 継者問題 となっている。

これ に対応 して経営安定化 について聞いた結果が図

4-2で ある。ここか らは現状維持3割 を除くと2っ の方

向を読み とれ,簡 宿の2極 化が進んでいることがわかる。

1っ は,電 話帳等に広告を掲載する他,イ ンターネ ッ

トで〈東京の安い宿 〉のホームページを開設 し,新 たな

客層一サラリーマン,観 光客,学 生,女 性等一を開拓す

る方向である。現組合長 が積極的に推進 し実績 ができっ

つある。但 しそのた めには施設設備 の改善やインターネ

ッ ト環境を整 え活用で きる人材が必要である。外国人向

けも既に1ヶ 所専用ホテル化 したが,シ ャワv-一・・の設置や

外国語の問題があり,対 応できるところは限定 される。

もう一方の極は,生 活保護受給者の受け入れにより,

打開策 としている所で ある。簡宿の経営は,客 室が7割

埋まればそれ程人件費や維持管理費をかけず に経営が成

り立っ"う まみ"の ある業態だという。宿泊者の充足率

をみると,2002年7月 の平均で,7割 を切っている所 は

16%あ る。 したがって8割 は充足率7割 を達成 し一定安

定的経営 を行 ってい る。しかし,簡 宿の710/・は生活保護

受給者を受け入れてお り,半 数以上が生保受給者 とい う

簡宿が3割,9割 以上が4棟 ある。 これにより充足率を

引き上げ,簡 宿経営者 は一息っいた形 となった。

4.6生 活保護受給者の受け入れと高齢化問題

既に触れてきたよ うに,東 京都は1950年 代後半か ら

したがって,山 谷では多 くの野宿経験者 が生活保護 を

受給 して簡宿で暮 らしているが,簡 宿では居場所を提供

しているだけで 「自立」支援は行 っているわけではな く,

県護受給者に対 して好意をもちっつ も,金 銭の使 い方や

閉じこも りや生活慣習 の異質 さに苛立ちを覚えている。

また,比 較的容易に生活保護受給者の受け入れによ り経

営危機 を回避できたため,危 機感 を潜在化 させ,施 設設

備の改善意欲や簡宿のあり方を考 える基盤 を失った とい

えよ う。大阪市が簡宿への居宅保護 を認 めないことか ら,

生き残 りのために設備改善やサー ビスを競 い,ま たケア

付アパー ト等 に転換 して居宅保護の受け皿 にする簡宿が

登場 しているの と比べて大きな違いを見せている。

他方,そ うした生活保護受給者 として入 ってくる人は

高齢,疾 病,障 害のある人が多 く,さ らに高齢化が進み

心身機能の後退に伴 う様々な問題 を生 じさせている。深

刻な事態になれば入院 となるが,簡 宿ではせいぜい入院

までの世話で精一杯 であり,退 院後の受け皿は不安定で

ある。山谷地域では社会的入院や更生施設 に入所 し帰 る

家の無い人が2,000人 いる と言われている。介護保険を

利用 して介護 を受 けている人のいる簡宿は僅かであり,

施設設備 のバ リアフリー化 の問題 を22%が,人 手の確保

の点で困難を14%が 挙げている。しか し条件付きで(軽

度,少 人数等)受 け入れたいとい う簡宿が6ヶ 所あった。



4.7経 営者調査か らみた地域再生の可能性

簡宿経営者が山谷地域を どのように評価 し,簡 宿経営

にどの ように関わってゆくのかについてみてお く。

まず山谷地域の評価であるが,南 千住の再開発 に期待

して良い方向にゆくだろ うとい う人も1割 くらいはいる

が,全 体 として明るい展望をもつ人は少 ない。 しかし地

域の良さとしては,下 町的人間関係 の良さ,人 情のある

まち としての評価が高 く,交 通の便利 さを挙げる人 もい

る。特 に町会では葬儀一切を取 り仕切 ってお り,そ うし

たつき合いは未だに濃密 に残 ってお り,若 い世代も一定

評価 を してい る。 しかしそ こには簡宿の利用者や野宿者

は含まれていない。他方 「山谷」 とい う地名は消えた も

のの,野 宿生活者の集 中地域としてのマイナスイメージ

を問題 として感 じている人がいる。

「まちづ くり」や 「地域再生」が必要だ とする人は65%

ある。 この地域では寄せ場を一掃する構想が出され る等

地域の再生の試 みは何度かなされてきたが,成 果はみ ら

れ ない。そ うした経験か ら無力感 を持つ人もいるが,何

か しなければならない とす る人が過半数を占める。

では,再 度 「まちづくり」が組織 された場合,参 加す

るか否かを聞いた ところ,町 会等で既 にやっている人 も

1割 いるが,「 参加 しない」 とい う人は18%程 度で,「 参

加す る」が33%,「 内容により参加す る」を併せ ると,

55%は 参加の意志をもっている。

そ うした 「まちづ くり」や 「地域再生」の主体は誰 が

よいか。山谷地域の主要な主体(組 織)は,町 会,簡 宿

組合,商 店会,飲 食組合,医 師会,ボ ランタリー組織や

NPO法 人があ り,行 政としては東京都 と台東区,荒 川

区,他 に宗教団体がある。かつては 日雇い労働者の労働

組合 があったが,現 在は実質的な活動を していない。現

状では各主体相互に対立の歴史を引きず り,三 す くみ,

四す くみの状態にある。例えば非営利組織による 「自立」

支援型宿泊所が経営 されるようになったが,簡 宿経営者

からみれば客 を奪われると感 じ,行 政の高圧的対応 には

簡宿その他の組織 は反発 している。また飲食店や商店会

はこの地域に野宿生活者がいるのは簡宿が原因だと考 え

る等である。 したがって,漠 然 とした 「まちづ くり」の

立ち上げは無意味であるとする人が多い。

重要なことは,各 々の主体の危機の共有 と共通課題の

共有であ り,そ の ことが個々の主体の利益にっながるこ

とである。調査からは図3-3の 通 りの課題があげ られた。

「路上生活者 問題」「地域の高齢化問題」 「商店街の活性

化」を各々1/3の 人があげている。その他には 「子 ども

の遊び等」「再開発」「地域の緑化」である。 まちづ くり

の推進役 として,① 簡宿組合,② 町会,③ 商店会が上位

にあげ られたが,専 門家や行政をあげる人 もお り,他 の

主体(NPOや 商店会)に 関心をもつ人もいる。この よ

うな状況か ら,野 宿生活者 を排除するのではな く,「 自

立」することに より,地 域を活性化する役割を担い,他

の主体の利益にっなが る道筋が構想 され,共 有 されれば,

下か らの新たな 「まちづ くり」「地域再生」が動 く可能性

がある。

5.結 一野宿生活者へ の居住支援の可能性

これまで検討 してきた3つ の調査研究か ら,明 らかに

なった ことをまとめてお く。

1)寄 せ場地域 における野宿生活者 の 「自立」の可能性

を示唆する人的,物 的地域資源 の集積は大きく,こ れ ら

を正の地域資源 として再編 しつなげることができれば,

他の地域にはない有利 さをもっている。そ うした地域資

源の活用による野宿生活者 の居住支援が最も現実的で合

理的解決をもた らすものと思われ る。

2)釜 ヶ崎のサポーティブハ ウスの居住者調査からは,

野宿生活者 の 「自立」 にとって人的サービスが高く評価

されてお り,高齢化が進む現況では更なる①精神的ケア,

②生活支援を中心 としたソフ トの整備等が必要であるこ

とが明 らかになった。居住の安定は健康状態の改善に寄

与 してお り,ボ ランティア活動など新 しい生活要求を育

くむ基盤 となってい る。 しかし,生 活保護が居住保障の

糧 となっているため,居 住支援の方策や要保護者の生活

づ くりの 自由度が低 く,よ り高い次元への生活の質の向

上を果たす ことが難 しくなっている。

3)野 宿生活者が地域で人間関係 を保持 し 「自立」す る

ためには,既 存資源 を活用する道が考えられ,そ の点で

簡宿 の存在は大 きい。簡宿の今後の2つ の方向について,

従来の 日雇い層以外 を対象に した新たな層の獲得は,地

域活性化にも貢献す ることになるだ ろう。 しかし,全 て

の簡宿がそれに対応で きるわけではない。現に生活保護

受給者 を受 け入れてきた簡宿が,改 めて地域ニーズに応

える形で 「自立」支援 と結合 した中間居住施設 として,

又は生活寮や介護保険利用者の受け皿 としての福祉型施

設に転換できるかどうか,そ の条件整備の方策が求 めら

れている。簡宿 が自力でそ うした方向を踏み出すのか,

地域のNPO法 人やボランタリー組織 との連携 により展

開す るかは,検 討する必要がある。

4)寄 せ場地域における公共,民 間,非 営利セクターの

役割について。野宿生活者 の居所を確保 した 「自立」支

援は公的資金の効果的活用にとって重要である。 しかし



個々の野宿生活者の 「自立」課題は多様であ り,問 題発

見か ら 「自立」後の生活に至るきめ細かな支援が必要で,

そこに民間非営利組織やボランタリー組織の役割がある。

居住 の確保のためには相 当の投資が必要であり,生 存

権部分の公的保障 と,民 間による居住支援への助成,居

住者 に対す る家賃補助(住 宅給付の単独給付等),「 自立」

支援型 中間居住施設の資本投資部分を社会的公共的資本

として補助を行 う,生 保受給者が地域住民 として非野宿

経験者 と共に生活 しうる 「自立」支援を行 う場合 に居住

保障に関わる部分に公的援助 を行 う等が考え られ る。そ

の他,高 齢者の居住 の安定確保に関する法律の活用など

民間を支援す る諸制度を野宿生活者の 「自立」支援 にっ

なげる必要がある。

以上の ことか ら,寄 せ場型地域 における居住支援の可

能性 は潜在的には存在するが,そ れを顕在化 し具体化す

る方策が必要である。最後に今後の課題 を述べてお く。

第1は 非 「自立」支援型居宅保護の実態を把握 し,居

住保障の意義をさらに追究 し,居住水準の向上,家 賃補助

や 「自立」支援 と結合 した居住保障政策の検討を行 う。

第2は 今回財政問題には触れていないが,非 営利セ ク

ターの財源確保 の方策に関連 した財政分析が必要である。

第3に 中間居住施設や生活寮など簡宿の多様 な活用を

検討 し構想 を具体化することである。

第4は 地域資源を活用 した地域再生論の展 開である。

<注>

1)路 上 生活 者 の実態調 査が東 京,大 阪 でお こな われ た。東

京 につい て は,都 市 生活研 究会:平 成11年 度路 上生 活

者 実態 調 査,2000年,大 阪 につ い ては,大 阪市 立大 学

都 市環 境 問題研 究会:1999年 度 野宿 生活 者(ホ ・…一・ム レ

ス)聞 き取 り調 査(中 間報 告),2000年,に よ る。

2)一 定の 要件,例 えば経営者 に よる長期 滞在 の証 明が あ る

場合 に は住 民票 を発 行 して 生活保 護 制 度 に よ る居 宅 保

護 を認 め る施 策。

3)大 阪市 で も,ケ ース ワーカ ー の話 では,1971年 か ら1975

年頃 に 「ドヤ保 護 」が行 われ てい た との こ とで あ る。こ

れ は当時,市 立 更生相 談所 内 に福祉 事務所 の 職員 が出 向

してき てお り,要 保護 者の 状態 に応 じて柔軟 な対応 が で

きた た めで ある。簡易 宿泊 所 に住所 を置 いて い る要 保護

者 には,訪 問等 に よって住 所地 で あるか ど うかの確 認 を

と り 「ドヤ保護 」 を検討 したそ うであ る。1975年 頃 に

福 祉 事務 所 と市立 更生 相 談 所 が完 全分 掌 す る よ うに な

って か らは 「ドヤ保護 」 は行 われ な くなった。

4)東 京都福 祉 局:「東 京 のホー ム レスー自立へ の新 たな シス

テ ム の構 築 に 向けて一」平成13年3月,で 東 京都 は ホー

ム レス問題 を都 市の構 造的 問題 とと らえ,4段 階 ステ ッ

プ(1.緊 急 一時保 護 とアセ スメ ン トー2.自立 支援 プ ロ グ

ラムー3.地域 生活 のサ ポー トー4.社会生 活へ の復 帰)に よ

る都 区共 同 の 自立 支援 シス テム の構 築 を 目指 してい る。

5)山 谷 で は,捷 携 してい る簡 易宿 泊所 や生 活保護 施設 にお

い て,1泊 単位 の宿 泊 を提 供 して い る。釜 ヶ崎 では,提

6)

7)

8)

9)

携 してい る生 活保 護 施 設 に お け る1泊 単位 の 宿 泊提 供

と,シ ョー ト ・ケア事 業 と して2週 間 を限度 と した ケア

セ ン ター へ の入所 を実施 してい る。

年 末 年始 の約10日 ～2週 間 に わた って臨時宿 泊 施設 を

開設 し,宿 所 と食事 の提 供 を行 っ てい る。東 京 都 で約

1,400人,大 阪市 では2,200人 以上 が利 用 してい る。

山谷対 策 向け と して,山 谷地 域 の簡易 宿 泊所 に引 き続 き

1年 以 上宿 泊 して い るこ と を資 格要件 として い る。1998

年 まで は年 間30戸 前後 が割 り当て られ てい る。1999年

度 か らは路 上生活 者 対策 と して10～20戸 程 度割 当が 追

加 され てい る。

NPO地 域 自立推進 協 会元 気100倍 ネ ッ ト:脱野宿 へ の

実 践一 自立支援 セ ン ター就 労退 所者 支援 マ ニュアル ー,

2002年3月

「佐 藤 裁判Jは2002年3月22日 第1審(大 阪地裁)勝

訴(一 部 棄却)し,野 宿生 活者 で も実 情 に応 じて収容 保

護 では な く居 宅保 護 がで き る と した。現 在2審 控訴 中。

10)阪 東美 智 子:生 活保護 受 給者 の 生活課 題 とその展 望,大

阪 保 険医雑 誌,2001.5

11)大 阪 市の場 合,住 宅扶 助(42,500円 以 内 の家 賃実 額)以

外 に生 活扶 助費80,410円(60～69歳 の単 身者)を 支 給。
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